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高佐

婚

原

困

論
'LIJ 

民

四

白山内

第

前

助主主-
Z司

借
老
川
山
八
は
人
生
の
ト
干
耐
で
あ
り
、
円
余
放
の
幸
一
耐
で
あ
り
、
岡
山
梨
の
一
耐
枇
で
る
る
。
人
類
枇
合
の
根
本
組
織
た
る
間
賠
を
賄
州
に

求
め
れ
ば
、
帰
州
は
格
生
の
共
同
生
前
を
目
的
v
と
す
る
一
切
一
女
の
正
首
な
る
結
合
同
附
係
で
あ
る
。
而
し
て
買
に
割
等
に
し
て
同
制

な
る
二
配
偶
者
の
共
同
嗣
枇
を
求
め
た
い
の
が
人
生
の
訓
一
想
の
一
で
あ
り
、
従
っ
て
各
配
偶
者
及
び
共
円
余
旅
は
内
に
忠
た
く
外
に
奉

公
の
誠
を
悲
し
如
何
る
。
然
し
な
が
ら
町
組
は
完
壁
友
る
買
現
を
見
る
と
と
期
く
屡
々
幾
多
の
危
刻
に
遭
遇
す
る
。
夫
婦
同
p

対
す
る
も

向
波
高
く
、
風
雨
或
は
欣
意
地
北
へ
の
矯
め
に
波
に
呑
ま
れ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
国
家
目
的
の
完
会
同
湖
な
る
遂
行
の
潟
め
に
は
枇

命
日
秩
序
の
整
備
が
型
水
せ
ら
れ
、
批
A
W
秩
序
の
整
備
の
矯
め
に
は
各
家
の
秩
序
が
保
全
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
家
の
安
泰
は
同
家

隆
山
崎
の
恭
礎
で
は
あ
る
が
、
之
を
山
中
山
す
る
と
ど
著
し
き
夫
姉
不
和
の
槽
績
的
事
貨
は
之
を
除
去
す
る
と
と
の
必
要
亦
巳
む
を
得
ざ
る

と
と
で
る
る
。
離
姉
を
前
提
と
し
て
州
制
す
る
い
の
は
詐
備
結
婚
に
他
な
ら
な
い
。
殊
に
法
律
婚
(
一
安
式
婚
)
に
於
て
然
り
で
あ
る
。

或
は
世
一
初
か
ら
失
敗
の
結
Mmも
あ
ら
う
し
、
球
一
は
始
は
北
へ
敗
だ
と
忠
は
れ
て
も
後
に
は
最
小
品
川
の
配
偶
聞
係
と
も
な
ら
う
し
、
又
比
ハ
反

引
の
心
部
買
と
な
っ
て
搬
は
れ
て
く
る
で
も
あ
ら
う
。
離
婚
は
巳
む
を
伺
ざ
る
思
で
あ
る
。

我
が
民
法
に
於
け
る
附
州
の
成
ょ
に
は
犬
H
M
た
る
べ
き
男
女
向
身
の
自
由
意
思
に
仲
掠
く
合
意
と
共
合
意
の
法
定
形
式
た
る
鮒
州
の

阿
山
内
を
ま
け
と
す
る
(
一
紘
一

dω
附
料
一
一
一
一
端
)

c

離
姉
は
第
八
七
J

ハ
僚
に
規
定
す
る
護
持
制
剛
耕
制
度
を
除
く
と
之
友
協
議
上
の
離

離

婚

原

同

小

論

二
七
九



離

婚

原

凶

小

論

二
八

O

婚
(
住
意
離
婚
)
と
裁
判
上
の
離
婚
(
強
制
離
婚
〉
と
に
分
た
れ
る
。
前
者
は
婚
姻
常
事
者
双
方
の
合
意
を
以
て
す
る
離
婚
で
あ
っ

て
、
鮒
畑
の
場
合
と
同
様
に
屈
出
の
方
式
を
履
ん
で
殻
力
を
生
や
る
。
然
し
協
議
上
の
離
婚
は
必
や
し
も
山
口
同
事
者
相
互
の
任
意
に
成

る
も
の
で
は
な
く
1

離
婚
の
意
思
が
快
け
て
ゐ
る
場
合
即
ち
無
殺
を
主
眼
し
得
る
場
合
も
あ
る
。
知
ら
ぬ
問
に
離
婚
届
が
受
理
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
が
如
き
奇
怪
な
る
現
象
は
共
の
例
で
あ
る
。
此
の
協
議
離
婚
は
無
因
離
婚
主
義
又
は
舟
山
離
婚
主
義
に
属
す
る
。

勿
論
原
因
る
れ
ば
こ
そ
婚
姻
を
解
消
す
る
の
を
常
と
す
る
の
で
る
ら
う
け
れ
ど
も
、
夫
は
一
切
問
題
と
汝
ら
な
い
。
間
よ
り
家
門
の

名
制
替
の
詩
め
に
離
婚
原
因
を
公
表
し
た
く
友
い
と
い
ふ
鮪
に
協
議
離
婚
制
度
の
最
も
有
力
な
根
操
が
あ
る
の
で
あ
る
。
後
者
即
ち
裁

判
上
の
離
婚
は
有
国
離
婚
主
義
又
は
制
限
離
婚
主
義
に
開
局
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
定
の
離
婚
原
因
に
基
い
て
離
婚
の
訴
を
提
起
し

離
婚
を
宣
告
す
る
判
決
の
確
定
し
た
場
合
に
於
て
婚
姻
は
解
消
す
る
。
離
婚
を
言
渡
し
た
判
決
は
即
ち
形
成
判
決
で
る
っ
て
'
職
棋

を
以
て
首
事
者
に
送
速
さ
れ
、
更
に
訴
訟
提
起
者
は
判
決
謄
本
を
添
付
し
て
戸
籍
吏
に
届
出
づ
る
と
と
を
き
9
る
が
(
弘
鍔
軒
高

純
)
、
之
は
判
決
の
殻
力
と
は
無
闘
係
で
あ
っ
て
、
判
決
確
定
の
日
を
以
て
絶
釘
的
に
離
婚
は
成
立
す
る
。
此
の
裁
判
上
の
離
婚
訴
館

者
は
離
婚
訴
棋
の
殻
生
を
防
止
す
る
原
因
事
賀
な
き
限
り
之
を
行
使
し
得
る
が
、
必
十
離
婚
原
因
た
る
事
賓
が
存
在
す
る
と
と
左
要

す
る
。
共
の
離
婚
原
因
に
闘
す
る
民
法
の
改
正
要
綱
が
示
さ
れ
、
北
ハ
献
が
離
婚
に
就
い
て
最
も
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
問
題
の
一
つ
で
あ

る
の
で
之
が
考
察
を
纏
め
て
み
た
い
と
い
ふ
の
が
本
稿
。
目
的
で
あ
る
。

第

我
が
固
に
於
け
る
離
婚
原
因

我
閣
に
於
て
は
大
賓
令
戸
令
の
「
七
出
三
不
去
」
の
制
度
が
初
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
「
凡
来
レ
妻
、
須
レ
有
七
去
之
欣
一
、

一
無
子
、
二
姪
供
、
三
不
事
男
姑
、
凶
口
舌
ρ

五
経
縦
、
六
妬
忌
、
七
揺
疾
一
五
々
」
と
あ
り
、
棄
欣
あ
り
と
雌
も
男
姑
の
喪
を
勤
め

上
げ
た
姿
を
、
姿
る
時
賎
し
く
後
に
貴
き
時
の
妻
を
、
受
く
る
所
あ
っ
て
蹄
す
る
に
貴
家
無
き
妻
を
夫
々
離
別
し
得
な
い
と
し
た
。

然
し
・
な
が
ら
戦
闘
時
代
を
経
て
家
風
に
合
は
ぬ
と
か
見
子
一
存
で
勝
手
に
付
離
婚
を
錯
し
得
る
も
の
と
し
、
遥
か
に
降
っ
て
徳
川
時



代
の
一
一
一
く
だ
り
牟
に
至
つ
て
は
夫
の
我
健
勝
手

κ付
の
場
合
多
く
何
等
間
凶
な
く
し
て
大
賀
令
の
所
謂
葉
実
を
潟
し
て
ゐ
た
。
「
民
法

施
行
前
の
離
婚
原
凶
」
と
題
す
る
穂
積
重
法
博
士
の
論
文
に
撮
る
と
、
妻
の
姦
油
、
夫
の
隼
属
税
に
封
す
る
虐
待
侮
辱
、
犯
却
に
よ

る
鹿
刑
、
行
方
不
明
、
疾
病
、
不
熱
即
ち
夫
婦
聞
の
折
合
が
悪
い
と
と
及
び
「
不
得
意
」
即
ち
妻
が
夫
の
気
に
入
ら
ぬ
と
と
等
を
拳

げ
て
ゐ
ら
れ
る
。
結
論
と
し
て
離
婚
原
凶
を
限
定
せ
や
に
相
首
な
理
由
が
あ
れ
ば
離
姉
を
許
し
た
と
と
は
注
目
す
べ
き
事
置
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

今
民
法
典
に
就
い
て
見
る
町
、
先
づ
第
百
四
十
九
回
法
典
調
夜
合
議
事
速
記
鋒
第
三
四
枚
以
降
を
参
照
し
た
い
。
現
行
民
法
第
八

百
十
三
僚
の
規
定
は
原
案
で
は
第
八
百
二
十
三
僚
に
な
っ
て
ゐ
る
。
相
互
の
著
し
き
差
異
は
原
案
六
の
「
配
偶
者
ガ
掛
畑
中
コ
一
年
間

心
神
ヲ
喪
失
シ
本
心
ユ
復
ス
ル
望
ナ
キ
ト
キ
」
と
い
ふ
項
が
格
博
士
の
理
論
整
然
た
る
に
釘
し
長
谷
川
喬
氏
の
人
情
論
が
勝
を
制
し

て
同
氏
白
削
除
修
正
設
が
極
過
し
た
の
で
あ
る
と
と
で
あ
り
、
第
十
の
腎
養
子
縁
組
の
場
合
一
五
々
と
い
ふ
項
が
附
加
さ
れ
た
と
と
で

る
る
。
現
行
法
左
大
関
綱
目
的
に
列
奉
ず
れ
ば
付
重
婚
、
伺
妻
の
姦
題
、
国
夫
の
安
淫
罪
、
制
破
廉
恥
罪
(
此
用
語
の
陵
昧
は
保
文

を
摩
げ
て
之
を
避
け
て
は
ゐ
る
)
制
同
居
に
地
へ
ざ
る
虐
待
又
は
重
大
な
る
侮
辱
、
同
悪
意
の
遺
棄
、
同
直
系
隼
属
よ
り
の
虐
待
叉

は
重
大
な
る
侮
辱
、
内
そ
の
自
己
の
直
系
傘
岡
崎
に
釘
す
る
も
の
、
制
生
死
三
年
以
上
不
分
明
、
制
民
同
養
子
縁
組
の
場
合
の
離
縁
又
は

養
子
が
家
女
と
婚
姻
し
た
場
合
の
離
縁
若
く
は
縁
組
の
取
消
の
る
っ
た
と
き
が
之
で
あ
る
。

然
る
に
肢
に
立
法
官
時
穂
積
陳
重
博
士
は
法
典
調
読
舎
に
於
て
案
第
八
百
二
十
三
僚
に
「
左
ノ
場
合
=
限
リ
」
と
あ
る
を
「
左
ノ

場
合
一
一
於
テ
」
と
改
め
第
八
百
二
十
川
僚
と
し
て
「
前
依
ノ
場
合
ノ
外
夫
婦
ノ
一
方
ハ
共
同
生
活
ニ
堪
ヘ
サ
ル
不
和
ヲ
理
由
ト
シ
テ

離
婚
/
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
裁
判
所
ハ
将
来
和
熟
ノ
壁
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
一
一
限
リ
離
婚
ノ
宣
告
ヲ

矯
コ
ト
ヲ
得
」
と
の
原
案
を
明
白
書
と
共
に
提
出
さ
れ
「
不
幸
に
し
て
此
修

E
案
が
本
舎
に
採
用
さ
れ
ぬ
と
し
て
も
せ
め
て
自
分
の

信
や
る
所
で
あ
り
ま
ず
か
ら
死
惜
友
り
と
此
底
に
捜
し
て
置
き
た
い
と
一
五
ふ
考
で
あ
り
ま
す
」
と
前
提
さ
れ
雄
々
陳
述
さ
れ
た
が
、

富
井
博
士
か
ら
慣
習
法
上
協
議
か
列
撃
か
何
れ
に
限
定
さ
れ
る
と
い
ふ
反
割
論
が
あ
っ
て
、
箕
作
麟
昨
議
長
が
「
大
分
永
い
間
待
つ

離

婚

原

因

A、

論

二
八

穂積重主主「離婚制度の研究」第六九五頁以下

鷲民法人事編第八十一僚との箸しき差異は其第五に失跡の宣告な翠げ生死不明と
Lなかづたことである。

1 ) 

2) 
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副

山

如

昨

炉

問

H山
ド

小

論

二
八
一
一

て
日
り
ま
し
た
が
加
に
賛
成
の
盤
も
問
え
ま
せ
ぬ
か
ら
赴
は
托
骸
に
し
て
仕
鈍
ひ
ま
す
」
と
あ
っ
さ
り
先
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ一る。

之
が
明
治
二
十
九
年
一
月
八
日
の
事
で
あ
る
の

期
て
一
一
一
十
一
年
後
陥
時
法
制
審
議
合
は
大
五
十
四
年
我
閥
古
来
の
作
風
美
俗
に
来
く
改
正
の
要
制
の
第
十
六
に
「
離
鮒
ノ
原
因
及

ピ
子
ノ
蛇
誌
」
と
題
じ
て
攻
の
内
科
を
示
し
た
。

一
、
閣
姉
ノ
間
四
ハ
大
間
一
一
於
テ
主
ノ
如
ク
先
ム
ル
コ
ト

付

安
一
一
不
貞
ノ
行
潟
ア
リ
タ
ル
ト
キ

(ニキ

犬
カ
著
シ
ク
不
行
跡
ナ
ル
ト
キ

(三)

配
偶
者
ヨ
リ
甚
シ
ク
不
此
/
砧
遇
ヲ
受
ケ
グ
ル
ト
キ

配
偶
者
カ
自
己
ノ
直
系
等
届
一
一
割
シ
テ
茜
シ
ク
不
町
ノ
作
山
地
ヲ
岱
シ
又
ハ
配
制
者
ノ
直
系
命
属
ヨ
リ
茜
シ
ク
不
岱
ノ
特
遇

)
 
y
一

/
丸

ヲ
交
ケ
ク
ル
ト
キ

やゆ

配
偶
者
ノ
生
死
カ
三
年
以
上
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ

共
他
姉
畑
附
係
ヲ
縫
結
シ
難
キ
重
大
ナ
ル
事
情
存
ス
ル
ト
キ

t五)
二
、
前
項
第
一
一
蹴
乃
至
第
五
枕
ノ
場
合
ト
雌
モ
組
テ
ノ
附
係
ヲ
結
合
シ
テ
鮒
州
附
係
/
椴
松
ヲ
相
川
市
ト
認
ふ
ル
ト
キ
ハ
敵
鮒
ヲ
話

サ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
作
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

之
に
就
い
て
は
税
政
法
皐
者
は
は
時
か
ら
種
々
論
議
堂
進
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
穂
刊
川
市
一
一
定
博
士
は
常
に
弐
の
修
疋
栄
を
一
不
在
れ
て
ゐ

る。
比
一
出
泊
八
一
三
保
ヲ
左
ノ
如
ク
改
メ
抗
八
一
四
保
ル
一
全
第
八
一
八
保
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト

必
パ
J

一
二
依

ド
ぃ
八
剣
ノ
一
方
ハ
光
ノ
場
合
一
一
一
即
断
ノ
訴
ブ
蛇
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
件

一
、
配
仰
い
什
カ
ポ
附
ヲ
市
シ
グ
ル
ト
キ



二
、
配
仙
弁
カ
姦
通
ヲ
ね
シ
タ
ル
ト
キ

二
、
配
制
者
ヨ
リ
題
意
ヲ
以
テ
泣
山
梨
セ
ラ
レ
グ
ル
ト
キ

川
、
配
偶
有
ノ
生
死
カ
三
年
以
上
分
別
ナ
一
フ
ザ
ル
ト
キ

一
九
、
共
仙
如
州
ヲ
税
制
シ
山
知
キ
点
L

ヘ
ナ
ル
事
前
ア
ル
ト
キ

前
抗
一
蹴
乃
γ

九
七
第
五
蹴
/
羽
山
ア
ル
場
介
ト
川
町
モ
離
M
州
セ
シ
ム
ル
コ
ト
カ
却
ツ
テ
祐
一
シ
ク
不
吋
ナ
ル
場
合
一
一
ハ
、
裁
判
所
ハ
離
船

ノ
制
決
ヲ
岱
サ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
判
。

即
ち
小
中
耕
の
引
を
復
前
せ
し
め
、
刑
法
は
刑
法
氏
訟
は
民
法
の
立
場
か
ら
姦
一
辿
に
就
て
も
男
女
平
等
と
せ
ら
れ
、
不
官
の
特
川
胞
の

陵
俳
さ
や
一
郎
山
立
の
法
棄
に
復
前
せ
し
め
、
山
系
命
m
閣
の
唄
を
所
前
一
小
J

品
川
不
和
ム
ハ
即
ち
第
五
の
中
に
句
合
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第

外
図
法
に
於
け
る
離
嬬
原
因

+
叫
に
外
問
訟
に
於
け
る
離
姉
郎
凶
を
泊
質
し
て
見
た
い
。

一
、
中
華
民
同
日
比
法

小
説
氏
闘
の
掛
刺
法
に
於
て
は
従
来
の
二
次
の
掛
州
た
る
抑
念
に
基
礎
を
置
き
夫
楳
命
重
男
傘
女
卑
の
思
想
は
安
制
度
壮
一
五
常
副

L
七
た
を
以
て
離
船
出
凶
と
し
た
封
挫
的
制
度
を
H
X
一
止
し
、
我
が
此
訟
と
殆
ん
ど
同
様
の
離
如
法
を
制
定
し
た
。
裁
判
上
の
離
僻
原

凶
以
弟
一

O
丘
二
僚
に
列
悲
し
、
左
の
場
合
に
川
出
り
と
し
た
臨
も
我
が
川
刊
誌
と
同
様
で
る
る
。
我
が
第
八
百
十
三
伐
と
具
る
所
は
第

ぃ
ハ
批
に
於
℃
一
方
が
相
手
万
を
刊
紙
山
中
山
ぜ
ん
と
し
た
る
と
き
、
話
七
協
の
不
治
句
出
張
あ
る
と
き
、
沼
八
蹴
の
草
大
な
る
不
治
の
精
榊

約
あ
お
と
き
の
一
一
一
則
を
加
へ
た
主
で
あ
る
c

第
六
抗
は
ド
イ
ツ
民
法
第
一
五
六
六
保
及
び
ス
イ
ス
民
法
第
一
三
八
僚
前
段
に
相
常
し

第
八
批
も
ド
イ
ツ
民
法
第
一
万
一
~
ハ
九
保
ス
イ
ス
民
法
抗
一
川
一
僚
に
法
加
を
求
め
件
る
の
不
治
の
思
疾
と
い
ふ
出
凶
は
他
の
附
法
の

規
定
せ
ざ
る
所
で

φ
る
が
中
華
の
術
生
以
砲
を
物
語
る
か
の
如
く
で
あ
り
、
北
パ
病
疾
の
以
凶
が
何
人
の
責
任
に
師
す
る
や
に
よ
っ
て

t

p

f

i

 

前

提

民

日
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1 ) 刑法改正予装備草案第二四八依に於て陪現行法第一八三依に「布夫ノ婦叉ノ、本うたノ
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離

婚

原

因

ノJ、

論

二
八
四

か
ゑ
り
不
道
徳
な
悲
惨
友
事
置
を
想
像
し
得
ゃ
う
。
市
全
酷
的
に
見
て
離
婚
の
殻
呆
の
一
と
し
て
過
失
友
く
し
て
裁
判
上
の
離
婚
主

潟
し
生
活
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
相
手
方
に
劃
し
て
相
官
、
な
る
生
活
費
の
柿
助
を
請
求
し
得
る
も
の
と
し
た
(
帥
誠
一
時
十
)
。
ド
イ

ツ
民
法
第
一
五
七
八
僚
に
は
之
と
同
様
友
而
も
粕
k

詳
細
た
規
定
を
置
い
た
が
、
我
が
民
法
は
大
館
離
婚
後
は
野
と
友
れ
山
と
な
れ

式
で
あ
る
。
間
単
な
る
慰
蒋
料
の
問
題
と
し
て
取
扱
ひ
得
る
が
、
此
貼

F成
い
て
も
改
正
法
案
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

二
、
ド
イ

ツ

民

法

ド
イ
ツ
民
法
に
於
け
る
離
帰
原
因
は
第
一
に
姦
過
を
規
定
す
る
と
共
に
重
…
賄
罪
又
は
不
自
然
姦
淫
罪
(
前
瑚
脚
立
日
ト
昨
)
を
犯

す
と
と
を
同
一
僚
に
掲
げ
た
(
討
論
ト
)
。
勿
論
離
婚
詐
一
艇
に
就
て
は
夫
妻
平
等
で
る
る
。
尚
離
婚
訴
権
喪
失
の
規
定
を
第
二
項
に

設
け
た
。
第
二
に
生
命
の
危
寄
生
原
因
と
し
(
宗
一
区
一
)
第
三
に
悪
意
の
遺
棄
を
敷
へ
第
二
項
に
推
定
規
定
を
設
け
て
大
酷
一
ヶ
年

閣
の
題
意
の
遺
棄
を
以
て
足
る
も
の
と
し
た
(
日
鳩
時
十
)
。
第
四
に
配
偶
者
の
一
方
に
婚
姻
の
檎
績
を
純
一
ゆ
る
能
は
ざ
る
棋
の
義
務

違
反
及
婚
姻
闘
係
の
素
乱
を
挙
げ
て
ゐ
る
。
之
即
ち
相
剖
的
離
婚
原
因
と
栴
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
(
京
一
区
)
。
第
一
立
に
精
神
病

が
婚
畑
中
三
ヶ
年
以
上
櫨
醸
し
之
が
矯
め
共
同
生
活
の
袈
慨
を
来
し
回
復
絶
望
の
事
由
を
認
め
た
。
(
定
時
十
)
即
ち
離
婚
原
因
を

列
車
し
て
ゐ
る
が
、
我
民
法
や
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
如
く
制
限
的
た
も
の
で
は
た
く
例
示
的
の
も
の
で
あ
る
。
泊
率
的
に
見
る
と
、

七
四
九
年
の
フ
リ
ー
ド
ツ
ヒ
大
王
の
足
法
草
案
中
に
配
偶
者
の
一
方
白
他
方
に
劃
す
る
極
度
の
敵
意
(
怠
岳
口
宮
甲
山
口
島
田
市
宮
内
け
)
を
殻

見
し
得
る
し
、
夫
れ
を
檎
受
し
た
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
民
法
は
第
一
一
部
第
一
章
第
六
七

O
僚
乃
五
第
七
一
八
僚
に
多
数
の
離

婚
原
因
を
列
馨
し
、
組
意
の
遺
棄
の
外
に
同
様
の
担
否
・
無
精
力
・
精
榊
病
・
不
行
跡
・
扶
養
の
担
否
・
子
無
き
場
合
の
夫
婦
の
協

一
議
等
を
原
因
と
し
た
が
、
共
前
提
と
し
て
離
婚
に
重
大
怠
る
原
因
が
、
な
け
れ
ば
行
は
れ
得
な
い
と
い
ふ
法
文
を
置
い
て
、
列
挙
は
重

大
怒
る
原
因
(
凹
巾

F
2
Fず
T
r
o
d
g
p各
自
己
)
の
例
示
と
解
し
得
る
。
現
行
法
典
に
於
て
は
問
仰
の
絶
釘
的
原
因
左
邸
中
ぐ
る
と
共

に
相
羽
的
離
婚
凶
悶
を
認
め
尚
も
同
一
ケ
僚
に
虐
待
を
例
示
し
て
ゐ
る
。
共
の
第
一
五
六
八
僚
の
賓
際
上
の
趨
用
は
如
何
に
之
を
活

用
す
る
か

c
問
題
で
あ
る
が
大
関
有
責
主
義
而
し
て
純
過
失
主
義
を
採
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
本
質
的
に
は
刑
罰
離
耕
で
な
く
破
綻



離
婚
の
精
神
を
以
っ
て
解
禅
し
て
初
め
て
本
来
の
妙
味
を
護
揮
し
得
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

一一一、ス

イ

ス

民

法

ス
イ
ス
民
法
は
、
け
姦
通
(
誌
側
一
)
同
生
命
の
危
害
、
虐
待
又
は
侮
辱
(
議
日
一
日
制
対
一
論
一
伽
伴
)
同
破
廉
恥
犯
罪
マ
へ
は
婚
姻
淵

係
強
闘
が
強
ひ
ら
れ
難
き
程
度
の
不
名
晶
君
る
行
欣
(
一
日
叩
紘
一
一
)
帥
悪
意
の
遺
棄
(
批
判
開
一
)
因
不
治
の
精
神
病
(
ト
コ
脚
一
)
の
外

に
第
一
四
二
僚
に
於
て
配
偶
者
に
婚
姻
生
活
の
機
績
が
耐
へ
ら
れ
難
き
程
度
に
姉
姻
聞
係
が
直
し
く
破
壊
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
各
配

偶
者
は
離
婚
の
訴
求
を
篇
す
と
と
を
得
る
も
の
と
し
た
。
此
規
定
の
ド
イ
ツ
民
法
第
一
五
六
八
僚
と
根
本
的
に
異
る
所
は
其
の
有
責

主
義
を
棄
て
L
夫
婦
の
一
方
の
貰
に
蹄
し
得
た
い
事
情
に
よ
っ
て
も
離
婚
を
許
し
得
る
鮪
に
あ
っ
て
、
個
々
の
場
合
に
具
閥
的
受
賞

性
を
得
る
と
と
に
よ
っ
て
法
律
生
活
は
安
定
を
保
ち
得
る
。

一
、
フ
ラ
ン
ス
民
法

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
離
婚
法
制
に
は
か
な
り
の
管
制
塩
が
あ
り
宗
教
的
意
義
に
於
て
は
婚
姻
不
可
解
消
主
義
で
あ
っ
た
が
、
寺
院
法
に

於
て
は
第
十
六
世
紀
項
別
居
制
度
を
確
立
し
、
革
命
期
に
到
り
蛸
姻
を
以
っ
て
民
事
契
約
と
看
倣
し
(
主
恥
L
恥
九
)
更
に
法
律
上

の
離
婚
を
認
め
た
ベ
ト
H
切
に
持
)
。
民
法
典
に
於
て
は
離
婚
制
度
般
用
の
防
止
を
も
考
慮
し
て
再
び
翻
婚
を
認
め
た
が
、
婚
姻
不
解

〆
寸
ノ

i

」

IEr
占

4

、

泊
を
原
則
と
し
て
離
婚
を
例
外
と
し
、
協
議
離
婚
に
就
い
て
は
極
め
て
煩
現
友
形
式
や
巌
格
友
保
件
を
設
け
、
離
婚
原
因
を
限
定
的

に
刈
拳
し
た
。
足
に
一
八
一
六
年
瓦
月
八
日
訟
に
よ
り
離
婚
禁
止
と
な
り
一
八
八
凶
年
四
月
十
八
日
法
に
よ
り
一
八

O
同
年
法
の
離

婚
原
因
の
中
配
偶
者
相
互
の
協
議
を
除
い
て
離
婚
制
度
を
復
活
し
た
。
向
フ
ラ
ク
ス
法
は
離
掛
に
到
る
一
段
階
と
し
て
別
居
制
を
採

用
し
た
が
(
長
一
一
一
心
イ
鰍
)
共
の
原
因
は
離
姉
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
(
炉
側
諸
紅
一
れ
れ
)
。
即
ち
離
婚
一
原
因
は
、
け
ふ
き
迎
(
M
側
一
註
ト
ト

九
一
川
一
計
一
日
刊
鰍
)
同
配
偶
者
の
一
方
か
ら
の
重
大
な
る
暴
行
虐
侍
侮
辱
(
山
肌
糊
紘
一
ぃ
ト
一
一
一
段
J

九日
)

M

何
回
偶
者
一
方
の
鵠
刑
及
不
名

陶
帯
広
明
の
宣
告
(
即
日
刊
誌

h
k説
明
一
国
間
関
州
問
西
)
の
三
仰
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
書
法
に
於
て
は
相
互
の
執
…
則
、
な
る
合
立
ハ
ぽ

2
5
8
g
g
gご出
E
Z乙
巾

仲

間

〕

巾

5
h
Jふ

E
E
L
g
争

2
5
が
法
定
の
依
件
及
検
設
に
依
っ
て
「
共
同
生
活
が
堪
へ
期
き
と
と
」
及
安
婦

離

婚

原

因

論

二
八
五



離

脈

原

因

小

論

二
八
六

聞
に
離
婚
首
然
の
原
一
四
あ
り
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
(
唯
一
言
師
)
一
八
八
四
年
法
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ス
法
上
の
離
婚
は
非
常
に
限
定
さ
れ
た
。
離
婚
原
因
に
基
く
離
婚
訴
訟
の
判
決
を
待
つ
て
の
み
賓
現
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
。
フ
ラ

ニ
オ
ル
の
設
に
よ
れ
ば
、
姦
通
底
刑
暴
行
虐
待
怒
る
特
別
の
事
責
も
会
部
重
大
友
る
侮
辱
に
合
む
が
放
に
な
く
て
も
が
な
の
感
も

F

る
が
裁
判
上
の
裁
量
に
基
準
を
興
へ
る
に
役
立
つ
の
み
で
あ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
。
事
費
に
於
て
重
大
た
る
侮
辱
の
項
の
諮
問
が
最
も

即
ち
フ
ラ
ン

蹟
範
闘
た
り
如
何
ペ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
我
が
閣
の
場
合
と
同
様
で

b
る
が
、
而
も
之
等
の
事
置
は
一
度
共
事
賀
あ
れ
ば
共
隊
出
と

か
結
果
と
か
を
考
慮
す
る
と
と
な
く
、
又
何
等
共
事
買
の
檎
績
を
必
要
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
九
二
八
年
一
二
月
十
四
日
破

問
問
院
見
事
部
が
興
へ
た
デ
・
フ
エ
ラ
リ
氏
と
ジ
ヤ
ン
ス

l
ル
〈

C
g
m
S
3
夫
人
と
の
聞
の
離
婚
判
決
は
劃
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た

〈

kF3公
同
巾
吋

E
ユ)。

夫
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
結
婚
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
人
と
、
な
っ
た
が
統
令
に
よ
っ
て
悶
籍
を
回
復
し
た
こ
九
二

七
年
八
月
十
日
法
前
)
。
共
離
姉
請
求
問
凶
は
関
籍
回
復
前
に
る
り
イ
タ
リ
ア
民
法
に
於
て
は
婚
姻
不
解
消
主
義
で
あ
っ
た
が
、
京
大

怒
る
侮
辱
を
理
由
と
し
て
離
婚
を
訴
求
し
た
の
で
あ
る
。
最
高
法
院
は
之
に
封
し
て
、

「
離
婚
原
因
は
原
台
の
立
設
す
る
具
間
的
事

賀
に
在
る
の
で
は
な
く
、
共
事
賞
が
夫
婦
関
係
に
於
て
和
解
に
よ
っ
て
の
み
消
滅
し
得
る
障
害
と
し
て
、
共
同
生
活
左
し
て
地
へ
難

か
ら
し
む
る
た
め
の
深
一
刻
に
し
て
永
観
的
な
る
障
害
に
基
く
の
で
あ
る
。
」
と
判
旨
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
此
判
決
に
於
て
一
向
立
す
べ

き
事
賞
は
岡
籍
回
復
前
の
具
間
的
侮
辱
の
一
品
質
と
い
ふ
と
と
よ
り
も
共
法
律
上
の
結
果
が
訴
訟
提
起
の
時
期
に
於
て
も
向
機
組
的
に

存
在
す
る
が
般
に
夫
人
を
勝
訴
せ
し
め
た
と
と
L

、
個
々
の
一
時
的
共
位
、
的
事
賀
に
捉
は
れ
や
、
会
悌
的
に
見
て
共
同
生
用
地
ぃ
へ
難

し
の
概
念
を
基
礎
と
し
た
と
と
で
あ
る
。
以
前
は
一
八
七
五
年
の
ボ
l

フ
ル
モ
〆
事
件
(
〉
民
正
吋
巾
骨
凶

g口内
b
d
g
c
E
)
に
就
い
て

の
破
殴
院
後
容
部
の
判
決
に
於
て
も
共
同
生
活
不
可
能
の
永
観
的
欣
態
を
顧
慮
す
る
と
と
な
く
法
に
列
奉
せ
る
原
岡
に
就
い
て
の

み
判
決
す
べ
し
と
の
見
解
を
以
つ
で
し
た
後
之
に
倣
っ
て
ゐ
た
が
、
約
五
十
年
後
に
ス
イ
ス
法
又
は
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
た
の

で
も
あ
ら
う
が
、
破
股
院
が
斯
る
裁
量
乞
潟
し
た
と
と
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
離
婚
原
因
の
不
備
を
立
く
補
充
し
件
た
も
の
と
い
へ
る
。

他
凶
法
と
比
較
し
て
一
民
主
け
い
の
遺
采
及
び
生
死
不
明
を
原
因
と
し
て
掲
げ
て
な
い
が
、
之
停
は
配
偶
者
を
刷
ほ
せ
ざ
る
と
と
京
大
な
る

Pianio1， TJ'altιeL:m. de (11". civ. fl". t. 1. no. 1158 
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平
く
一
九

O
五
年
に
の
♀
山
口

一
九

O
七
年

侮
辱
な
り
と
・
民
義
に
解
慌
し
得
る
に
し
て
も
精
一
肺
病
に
就
て
は
何
等
擦
り
所
が
な
い
。

に
〈
目
。
Hag
の
提
案
し
て
ゐ
る
が
未
だ
貫
現
す
る
と
と
な
く
、
ジ
ヨ
ス
ラ
ン
は
肺
結
核
患
者
を
例
に
探
っ
て
奮
い
文
明
人
の
偏
見
に

せ
よ
、
向
我
が
闘
に
於
て
は
配
偶
者
の
病
気
の
時
に
は
棄
て
る
よ
り
も
看
病
す
る
と
と
が
義
務
で
あ
る
と
一
寄
っ
て
ゐ
る
。
向
我
が
民

法
の
宥
恕
に
闘
す
る
規
定
は
な
い
が
、
訴
訟
手
績
に
於
て
裁
判
官
は
慎
重
審
理
離
婚
ま
で
到
連
せ
ぬ
ゃ
う
努
力
す
べ
き
も
の
と
し
て

ゐ
る
。四
、
ィ
、
ギ
リ

ス

法

イ
ギ
リ
ス
法
は
亦
著
し
い
制
限
離
婚
主
義
で
あ
っ
た
が
、
一
九

O
九
年
離
婚
法
調
査
王
立
委
員
舎
が
で
き
て
以
来
コ
一
十
年
、

三
七
年
に
民
主
同
日
巨
富
山
と
の
き
出
g
k
P
2
が
護
布
さ
れ
北
九
第
二
僚
に
離
婚
原
因
と
し
て
、

uv姦
組
、
同
医
官
の
理
由
友
会
三
年
間
の

遺
棄
、
国
虐
待
、
同
不
治
の
精
神
病
に
因
り
五
年
間
構
績
的
に
看
護
さ
れ
た
時
、
国
夫
の
強
姦
男
色
又
は
獣
姦
の
罪
を
事
げ
た
。
向

依
然
と
し
て
列
挙
澗
限
主
義
で
あ
る
。

以
上
で
大
間
外
閣
法
に
於
け
る
離
婚
原
因
を
見
た
の
で
あ
る
。

第
四

離
婚
原
因
の
綜
合
的
考
察

一
、
離
婚
原
凶
の
横
大

我
闘
の
離
婚
原
凶
は
家
の
概
念
と
お
八
植
の
強
大
の
腕
史
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
来
り
、
妻
の
離
婚
棋
は
願
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
明

治
六
年
五
月
十
五
日
太
政
官
布
告
第
百
六
十
二
械
に
「
夫
婦
ノ
際
己
ム
ヲ
得
サ
ル
ノ
事
政
ア
リ
テ
共
姉
離
縁
ヲ
請
フ
ト
雌
モ
犬
之
ヲ

自
今
右
様
ノ
事
件
於
レ

肯
ン
セ
ス
之
レ
カ
グ
メ
数
年
ノ
久
ヲ
粧
テ
格
-
二
階
期
ヲ
失
ヒ
人
民
自
由
ノ
構
理
ヲ
妨
害
ス
ル
モ
ノ
不
少
候
。

有
レ
之
ハ
婦
ノ
父
兄
弟
或
ハ
親
戚
ノ
内
附
添
直
ェ
裁
判
所
へ
訴
肝
不
背
備
事
。
」
と
し
て
妻
か
ら
離
婚
左
請
求
し
得
る
と
し
た
の
は
剖

期
的
な
改
革
で
あ
り
、
共
後
此
の
法
律
の
趨
府
が
如
何
に
行
ば
れ
た
か
は
品
聞
に
概
説
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
更
に
民
法
典
成
っ
て
後

離

熔

原

凶

ノj、

論

二
八
七

九
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離

婚

原

凶

小

論

二
八
八

民
法
第
八
二
一
7

傑
第
五
披
乃
至
第
八
披
の
規
定
は
虐
待
と
か
侮
辱
と
か
遺
棄
と
か
又
同
居
に
地
へ
ざ
る
と
か
重
大
な
る
と
か
悪
意
乞

以
っ
て
と
か
の
形
谷
の
概
念
は
、
主
張
さ
れ
た
事
買
に
付
て
許
慣
す
る
こ
と
を
裁
判
所
の
任
務
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
共
趨
別

を
横
大
す
る
と
と
に
よ
っ
て
法
文
の
不
備
快
陥
を
補
っ
て
ゐ
る
と
同
時
に
判
例
法
は
離
婚
原
国
を
蛸
大
し
つ

L
あ
る
。
例
へ
ば
第
八

一
一
一
一
俊
第
一
蹴
に
は
重
婚
を
原
凶
に
し
て
ゐ
る
が
要
式
婚
を
前
提
、
と
し
て
初
め
て
重
婚
が
る
り
得
る
現
在
と
し
て
殆
ん
ど
あ
り
得
友

ぃ
。
夫
が
正
妻
を
別
に
し
て
内
総
の
妻
と
同
棲
す
る
が
如
き
は
事
賞
k
の
重
婚
で
あ
ら
う
が
、
我
民
法
上
は
之
を
悪
意
の
遺
棄
と
解

す
る
か
、
同
居
に
堪
へ
ざ
る
虐
待
と
か
重
大
な
る
侮
辱
と
か
と
併
す
る
C

と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
。
犬
の
姦
通
亦
重
大
な
侮

辱
と
し
て
離
婚
を
是
認
し
て
ゐ
る
。
恭
し
若
し
民
法
が
改
正
さ
れ
て
、
事
宮
姑
乃
ち
法
律
婚
と
な
り
、
夫
の
姦
通
と
妻
の
五
過
と
み
乞

同
一
蹴
す
る
時
一
米
ら
ば
敢
て
理
山
を
他
に
求
め
る
と
と
を
一
安
せ
守
し
て
共
原
悶
や
確
定
的
寧
ろ
師
史
的
な
り
と
一
五
ぴ
得
る
で
あ
ら
う
。

共
他
一
々
共
例
を
拳
ぐ
る
の
煩
を
避
け
る
が
、
と
の
裁
判
所
が
離
婚
原
悶
を
認
定
す
る
と
と
は
結
局
相
封
的
離
婚
原
因
の
要
乞
物
訴

る
も
の
で
あ
る
。

外
閣
法
に
於
て
も
姦
通
及
不
信
者
の
み
を
キ
リ
ス
ト
教
上
に
認
め
た
こ
と
か
ら
出
費
し
て
、
別
居
制
を
以
て
満
足
せ
や
、
離
婚
を

認
め
る
が
矯
め
に
は
遺
架
を
原
凶
と
し
、
廷
に
遺
棄
の
'
怠
義
を
蹟
張
し
、
共
で
王
許
離
婚
制
は
原
因
増
加
に
力
を
輿
へ
漸
次
虐
科
・

殺
害
企
岡
・
性
交
不
能
及
担
否
・
絡
身
懲
役
等
を
挙
げ
、
更
に
不
行
跡
・
扶
養
拒
否
・
刑
罰
等
を
加
ふ
る
と
共
に
、
卜
八
世
紀
末
の

。
フ
ロ
シ
ヤ
洲
法
に
於
て
は
不
具
及
び
精
神
病
を
加
へ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
七
九
二
年
九
月
二
卜
川
法
に
於
て
も
精
榊
錯
乱
・
五
年

以
七
の
音
信
不
通
を
加
へ
、
姦
通
は
著
し
き
不
行
跡
中
に
包
合
せ
し
め
て
ゐ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
的
ぺ
は
か
な
り
原
悶
を
縮
少
し
一
度

夫
婦
闘
の
不
和
合
を
加
へ
た
が
後
に
廃
止
さ
れ
た
と
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。

謂
相
封
的
離
婚
原
因
を
併
記
す
る
に
至
っ
た
の
で
る
る
。
め

や
が
て
ド
イ
ツ
民
法
及
ス
イ
ス
民
法
に
於
て
は
所

二
、
離
州
原
因
の
分
類

離
川
知
原
因
は
通
常
之
を
有
責
主
義
と
目
的
主
義
に
別
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
配
偶
布
引
の
一
方
の
非
行
の
事
由
に
之
を
求
め
る
と
と
り
が

離婚原11，;Jの鍛大史 L泰木先生還暦祝賀論文集〉栗生武夫1 ) 



有
資
離
婚
原
因
で
あ
り
婚
畑
の
目
的
左
達
し
難
き
事
由
に
之
を
求
め
る
の
が
目
的
離
婚
原
因
で
あ
る
。
誕
生
氏
は
過
賞
離
婚
原
悶
と

無
責
離
鮒
原
凶
と
に
別
ち
、
更
に
過
責
離
婚
原
因
を
配
偶
者
に
封
す
る
直
接
侵
害
と
し
て
姦
通
・
ハ
東
婚
・
不
自
然
性
行
を
合
む
)

遺
棄
・
抗
養
担
否
殺
害
企
岡
虐
待
侮
辱
認
台
、
共
他
自
由
の
佼
書
信
教
の
制
限
性
病
感
染
を
八
百
ま
し
め
、
更
に
家
計
の
不
始
末
等
を

一
般
婚
姻
破
壊
的
侵
害
行
震
な
り
と
し
、
之
に
封
し
て
配
偶
者
に
封
す
る
間
接
侵
害
と
し
て
受
刑
共
仙
と
し
て
一
方
の
下
賎
な
る
職

業
思
帝
国
癖
浪
費
癖
賭
博
癖
娘
に
釘
す
る
性
業
勧
誘
等
を
挙
げ
、
之
を
一
般
的
の
も
の
な
り
と
し
て
を
ら
れ
る
。
外
に
精
神
病
性
病
制

し
難
き
嫌
一
服
失
院
(
生
死
不
明
の
意
)
を
偶
然
の
事
情
念
り
と
さ
れ
る
。
探
し
や
は
り
一
般
的
と
い
ふ
よ
り
も
婚
州
の
目
的
と
い
ふ

見
地
か
ら
見
て
之
を
櫨
践
し
得
泣
い
事
情
の
存
ず
る
時
は
有
責
原
因
の
み
に
限
ら
や
目
的
原
因
を
考
へ
る
必
要
が
あ
ら
う
。
配
偶
者

一
方
の
精
一
川
病
の
如
き
は
共
の
最
も
額
著
な
場
合
で
あ
り
、
而
も
之
を
文
字
に
表
す
と
と
必
や
し
も
稽
首
で
は
な
い
の
で
る
る
。

我
氏
法
上
川
知
刺
が
契
約
な
り
や
否
や
は
議
論
の
放
果
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
婚
姻
は
契
約
と
僻
し
て
ゐ
る
。
カ
ル
ポ
ニ
エ

は
解
約
離
婚
ヘ
ロ
4
2
8出
合
L
E
T
V
H
H
)

を
拳
ぐ
る
外
(
右
も
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
協
議
離
婚
を
認
め
な
い
)
刑
罰
離
鮒
(
切
守
ミ
2
a

M
M

白
山
口
。
)
破
綻
離
掛
(
巴
4
2口
口
匂
包
ロ
日

Z
J
と
し
て
之
を
直
別
し
、
フ
ラ
ン
ス
現
行
法
に
於
て
は
破
綻
離
婚
の
概
念
を
採
用
す
べ
し
と

し
て
前
述
フ
エ
ラ
リ
事
件
を
引
用
し
更
に
ド
イ
ツ
法
ス
イ
ス
法
の
示
唆
を
受
け
た
る
も
の
と
し
て
相
制
的
離
婚
原
悶
を
判
例
法
上
背

定
し
得
る
も
の
と
考
へ
た
。
精
一
肺
病
離
婚
の
如
き
は
法
律
制
度
と
し
て
は
己
む
を
得
や
之
を
認
め
得
る
と
と
を
安
常
と
す
る
事
は
定

論
で
あ
る
が
、
我
閣
の
現
行
法
の
如
く
目
的
主
義
に
伴
ふ
例
示
的
列
拳
主
義
で
は
友
く
、
主
と
し
て
有
責
主
義
と
し
て
の
限
定
什
奉

主
義
な
り
と
解
す
る
と
益
々
共
慮
に
昧
陥
を
護
見
し
得
る
わ
け
で
、
立
法
技
術
と
し
て
は
有
責
主
義
に
闘
蹄
せ
や
、
進
ん
で
破
綻
主

義
目
的
主
義
に
行
か
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
封
的
離
婚
原
因
と
相
封
的
離
婚
原
因
の
医
別
に
就
い
て
も
同
様
の
と
と
が
一
五
へ
る
。
絶
封
的
と
い
ふ
も
向
山
一
伺
恕
あ
り
共
謀
あ
り

し
て
離
婚
請
求
権
の
消
滅
を
来
す
場
合
も
あ
ザ
得
る
。
而
し
て
離
婚
原
因
の
多
く
は
躍
に
北
二
事
項
の
み
の
適
用
を
求
め
ら
る
L
場

合
は
寧
ろ
少
な
い
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
し
、
又
間
よ
り
一
時
的
の
も
の
で
は
理
山
に
な
ら
な
い
か
ら
、
多
く
共
原
因
に
し
て
草

離

婚

原

閃

論

二
八
九



離

婚

原

閃

論

二
九

O

日
接
的
反
覆
的
櫨
槙
的
な
る
作
第
不
作
震
が
あ
っ
て
婚
姻
の
生
存
中
の
格
局
を
是
と
し
て
認
め
ら
る
L
場
合
に
離
婚
は
宣
告
せ
ら
る
べ

し
と
せ
ば
離
婚
原
因
規
定
と
し
て
は
相
封
的
原
因
を
挿
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

備
制
裁
離
婚
(
己
目
4
2
2・a
a
E
2
U
Z
と
救
済
離
婚
(
り
円
4
3
2・出巾
E
Z乙
と
の
医
別
を
-
な
す
と
と
を
得
た
い
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
昨
偶
者
一
方
の
婚
姻
義
務
違
反
あ
っ
て
そ
れ
が
潟
め
の
制
裁
で
あ
っ
て
も
他
方
配
偶
者
に
釘
し
で
も
制
裁
で
あ
り
ゃ
う
が
な
い
。

巳
む
を
得
ざ
る
外
科
手
術
は
し
で
も
没
後
の
安
静
な
る
欣
態
と
そ
期
待
す
べ
き

b
っ
て
、
結
果
は
救
，
怖
と
・
な
ら
ざ
る
な
押
な
い
が
、

原
因
そ
の
も
D
L
分
類
と
し
て
は
制
裁
及
救
捕
の
概
念
を
共
催
引
用
す
る
こ
と
は
趨
首
で
友
い
と
忠
ふ
。

三
、
判
例
法
の
護
連

酉
駄
の
離
婚
原
悶
史
か
ら
考
へ
で
も
離
婚
雫
止
か
ら
漸
次
寺
院
法
一
に
依
る
判
例
に
よ
り
殻
達
し
上
記
の
諸
原
岡
ま
で
蛸
大
し
フ
ラ

ン
ス
法
に
於
て
も
民
法
典
は
仮
令
限
定
的
列
拳
に
せ
よ
重
大
な
る
侮
辱
の
概
念
を
護
'
展
せ
し
め
て
法
の
快
陥
を
柿
疋
し
、
師
に
し
て

地
へ
難
き
生
活
た
り
と
客
嗣
倒
的
に
も
認
め
得
る
場
合
を
ム
内
定
し
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
亦
離
婚
原
因
緊
縮
方
針
を
採
っ
た
と
は
い
へ

共
の
第
一
五
六
僚
に
於
て
相
封
主
義
を
探
っ
た
以
上
立
法
者
の
み
の
離
婚
に
非
や
し
て
裁
判
官
の
離
婚
法
で
あ
り
従
っ
て
一
般
民
衆

の
離
婚
法
で
あ
っ
て
、
而
も
共
内
容
山
川
至
愉
廓
は
か
な
り
漠
然
た
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
曲
学
説
判
例
に
於
て
具
間
的
事
件
に
基
い

て
共
虚
に
例
示
さ
れ
た
虐
待
に
付
て
も
或
は
他
の
原
因
に
付
て
も
護
展
的
安
営
的
に
補
充
し
、
不
節
制
な
る
行
動
、
子
に
封
す
る
義

務
蓬
反
を
も
離
婚
理
由
と
し
て
是
認
す
る
ま
で
進
ん
だ
。
我
闘
に
於
て
も
、
裁
判
上
一
不
さ
れ
た
離
婚
原
因
は
同
時
に
内
総
の
妻
の
事

買
上
の
離
婚
に
闘
す
る
所
謂
婚
姻
橡
約
不
履
行
損
害
賠
償
の
原
因
は
密
接
た
闘
係
を
有
す
る
が
、
限
定
的
列
挙
中
「
配
偶
者
ヨ
リ
同

居
=
…
犠
ヘ
サ
ル
虐
待
叉
ハ
重
大
ナ
ル
侮
辱
」
の
適
用
に
際
し
で
は
賓
際
上
相
封
的
離
婚
原
因
の
作
用
を
果
し
、
更
に
夫
の
貞
操
義
務

を
認
め
た
大
審
院
刑
事
部
判
決
は
劃
期
的
友
簡
勤
を
興
へ
た
の
で
あ
る
。
然
し
我
閣
の
民
法
に
せ
よ
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
に
せ
よ
虐
待

乃
至
侮
辱
O
名
橋
の
下
に
全
部
的
に
相
謝
的
・
な
る
も
の
を
求
む
る
と
と
は
理
論
と
故
意
叉
は
軽
過
失
の
概
念
か
ら
遊
離
し
得
な
い
も

の
で
あ
ク
て
、
ど
う
し
て
も
堪
へ
得
ざ
る
生
活
と
か
、
婚
姻
を
稽
績
し
維
き
事
向
と
か
を
抽
象
的
に
規
定
せ
ね
ば
法
目
的
を
注
成
し

Capitant， Cours elementa.ire de dr. civ. t. 1. no・182et s. 
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得
な
い
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
此
世
帯
を
強
調
す
る
が
矯
め
に
は
向
各
仰
の
判
例
事
象
に
就
い
て
検
討
ポ
る
と
と
も
必
要
と
す
る
で
あ

ら
う
が
、
か
な
り
従
来
の
著
書
又
は
論
文
に
も
引
用
せ
ら
れ
、
又
裁
判
例
も
裁
判
離
婚
の
性
質
上
さ
う
蚊
の
多
い
も
の
で
も
な
く
又

新
鮮
友
も
の
も
-
な
い
の
で
、

A
7
は
法
の
依
陥
補
正
の
任
務
あ
り
と
す
る
判
例
法
一
般
の
概
念
を
注
日
す
べ
し
と
す
る
に
止
め
る
。

第
五

市警

論

結
局
裁
判
所
が
離
婚
原
因
に
付
て
評
慣
す
る
と
せ
ば
何
の
矯
め
の
婚
姻
か
何
が
故
の
離
掛
か
共
目
的
に
準
撮
し
て
考
ふ
ぺ
き
で
あ

る
。
現
代
の
婚
姻
は
種
族
の
保
存
と
か
家
の
存
績
と
か
雨
親
の
思
惑
と
か
経
済
目
的
と
か
の
目
的
も
あ
る
が
、
中
心
は
一
男
一
女
が

格
生
夫
婦
共
同
生
活
を
皆
む
と
と

k
目
的
と
す
る
。
従
っ
て
夫
婦
聞
の
義
務
と
し
て
誠
賓
の
義
務
即
ち
貞
操
の
義
務
、
同
肢
の
義
務
、

扶
養
の
義
務
、
人
格
傘
重
の
義
務
の
諸
義
務
に
兆
一
し
く
逮
反
す
る
と
き
と
そ
、
夫
婦
共
同
生
活
を
格
生
共
に
し
得
ぎ
る
と
と
己
む
を

得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
離
婚
原
因
も
亦
大
龍
之
に
割
躍
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
即
ち
貞
操
の
義
務
に
反
す
る
も
の
が
重
婚
で
あ

り
姦
泊
で
あ
り
、
同
居
伐
養
の
義
務
に
反
す
る
も
の
悪
意
の
遺
楽
で
あ
り
、
生
死
不
分
明
が
共
最
も
撤
著
な
も
の
で
あ
り
場
合
に
よ

っ
て
は
同
居
に
堪
へ
ざ
る
虐
待
で
あ
る
。
人
格
傘
重
の
義
務
に
封
し
で
も
同
居
に
堪
へ
る
虐
持
が
義
務
違
反
と
も
考
へ
ら
れ
る
し
、

重
大
な
る
侮
辱
に
至
つ
て
は
即
ち
夫
で
る
ら
う
。
義
務
の
方
か
ら
考
へ
て
み
る
と
人
格
傘
重
の
義
務
違
反
が
如
何
な
る
程
度
に
於
て

考
へ
ら
る
べ
き
か
は
犬
々
の
夫
婦
閥
係
の
欣
態
に
よ
っ
て
か
な
り
徴
妙
な
賄
が
あ
り
と
考
へ
る
。
訟
に
至
っ
て
離
婚
原
悶
と
し
て
は

ど
う
し
て
も
相
封
的
な
原
因
を
認
め
ざ
る
を
得
、
な
い
。
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
ロ
シ
ア
民
法
の
如
く
原
因
如
何
を
問
は
ざ
る
離
耕
請
求
左
認

む
る
ま
で
の
極
端
ま
ぜ
行
き
得
沿
と
と
は
営
然
と
し
て
、
裁
判
に
委
ぬ
ペ
き
離
婚
原
因
と
し
て
は
穂
積
陳
重
博
士
の
一
五
は
れ
た
「
犬

婦
ノ
一
方
ガ
共
同
生
活
一
一
堪
ヘ
サ
ル
不
和
」
之
と
大
同
小
異
た
る
要
綱
の
示
し
た
「
婚
姻
ヲ
糟
儲
シ
難
キ
重
大
ナ
ル
事
情
」
に
綿
括

す
る
と
と
を
可
な
り
と
す
れ
ば
、
結
局
締
ζ

は
婚
姻
の
義
務
違
反
に
よ
り
共
同
生
活
の
存
績
を
不
適
歯
と
す
る
と
き
に
於
て
離
婚
を

許
す
べ
き
も
の
と
な
っ
て
確
定
的
原
因
を
列
奉
す
る
に
も
営
ら
な
い
と
と
に
も
な
る
。
然
し
之
は
夫
婦
聞
の
義
務
を
法
律
上
高
唱
す

離

般

原
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離

婚

原

悶

，j、
諭

二
九
二

る
上
に
於
て
も
又
離
婚
に
は
重
大
な
る
内
容
を
持
。
理
由
を
必
要
と
す
る
と
と
を
例
示
し
て
従
来
の
否
新
し
き
道
徳
否
真
正
な
る
道

徳
的
感
情
を
以
て
生
活
規
範
を
一
不
す
上
に
於
て
も
、
重
婚
姦
通
等
の
原
因
乞
明
記
す
る
と
と
は
亦
民
法
の
任
務
で
あ
ら
う
。
然
し
列

挙
的
原
閃
は
或
る
程
度
に
止
め
て
他
は
相
封
的
離
婚
原
因
に
総
括
し
、
賢
明
な
る
裁
判
官
諸
公
の
判
断
に
侠
つ
べ
き
と
と
を
立
法
校

術
と
し
て
は
採
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

然
じ
離
婚
原
因
ば
か
り
考
へ
て
離
婚
が
安
首
だ
と
は
一
五
へ
友
い
事
情
も
存
す
る
と
と
も
あ
ら
う
。
例
へ
ば
双
互
に
有
責
原
凶
が
あ

れ
ば
宥
恕
を
勧
解
す
る
と
と
も
可
能
性
が
あ
ら
う
。
叉
家
の
筋
め
親
の
矯
め
出
家
肢
の
儒
め
殊
に
子
供
の
矯
め
に
而
し
て
闘
家
の
儲
め

に
離
婚
せ
し
む
る
と
と
が
却
っ
て
茜
し
く
不
首
な
る
時
も
あ
ら
う
。
具
、
場
合
に
は
「
裁
判
所
ハ
離
姉
ノ
判
決
ヲ
舟
サ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
」

べ
き
も
の
で
る
る
。
而
し
て
ど
う
し
て
も
離
耕
せ
し
め
ざ
る
を
得
た
い
と
し
た
ら
破
綻
離
師
品
や
が
て
救
消
離
併
で
な
け
れ
ば
た
ら

な
い
。
離
婚
後
夫
は
澗
身
調
立
生
活
力
あ
る
を
常
と
し
ゃ
う
が
婦
は
経
済
的
に
非
常
な
不
利
友
摘
依
に
置
か
れ
る
と
と
が
多
い
。
離

婦
は
刑
罰
で

b
つ
て
は
な
ら
・
な
い
し
然
も
泡
罪
で
る
つ
て
は
な
ら
な
い
。
法
律
乃
至
裁
判
上
或
程
度
の
経
済
的
保
障
と
更
に
受
児
の

所
属
を
最
も
趨
首
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
離
婚
判
決
に
於
て
職
権
を
以
て
之
等
の
事
項
を
裁
判
所
は
加
へ
得
る
利
何
度
の
規
定
が

望
ま
し
い
。
更
に
離
婚
の
如
き
は
公
開
公
判
を
原
則
と
す
る
現
在
の
法
定
に
持
山
内
ず
に
は
甚
だ
不
遁
常
な
事
件
で
あ
る
。
離
婚
を
奨

蹴
す
る
も
の
で
も
な
く
又
濫
用
を
恐
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
唯
沿
互
に
暗
閣
の
恥
を
明
る
み
に
出
し
度
く
な
い
と
い
ふ
気
持
、
そ
し

て
夫
権
の
専
横
を
抑
制
す
る
意
味
、
そ
し
て
請
求
k
の
負
擦
を
軽
減
せ
し
む
る
な
ど
の
矯
め
も
は
ど
う
し
て
も
家
事
審
判
所
の
設
置

が
望
ま
し
い
。
勿
論
人
事
調
停
法
は
類
似
の
役
目
を
呆
し
つ
L

あ
る
か
と
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
貰
閣
法
の
改
医
と
共
に
職
棋
を

以
て
公
疋
怒
る
判
定
を
矯
し
、
常
事
者
及
び
其
家
族
を
し
て
沿
ち
つ
く
所
に
沿
ち
つ
か
せ
た
い
。

離
婚
は
不
幸
で
あ
る
、
だ
が
外
に
よ
り
菩
き
術
の
友
い
場
合
が
あ
る
。
員
に
幸
稲
友
人
は
斯
の
如
き
法
律
無
き
か
の
如
く
生
活
す

る
人
で
あ
る
。
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